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ジェネリック医薬品
希望カード

私はジェネリック医薬品を希望します

後発医薬品

品

70～74歳の方の医療費負担について70～74歳の方の医療費負担について

入院及び高額な外来診療を受ける皆さまへ

　70～74歳の方（高齢受給者）の窓口支払額は、医療費の2割になります。
　ただし、同じ国保世帯の高齢受給者のうち、住民税課税所得が145万円以上の方が
一人でもいる場合は、医療費の3割になります。

※後期高齢者医療制度の対象となる一定の障がい認定を受けた方は除きます。
※医療費の負担割合は、被保険者証兼高齢受給者証に記載されています。

「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、入院及び外来診療時の支払い
が一定の金額にとどめられます。 また、住民税非課税世帯の方は入院時の食事代も減額されます。

※旧ただし書所得とは、総所得金額等から基礎控除額（43万円）を差し引いた額のことです。

※1年間（8月1日から翌年7月31日まで）の外来（一般区分）の自己負担額上限額

●必要な手続きについて

●高額療養費の自己負担限度額 ●入院時の食事代について
■70歳未満の方の場合

■70歳～74歳の方の場合

お問い
合わせは

総合窓口課
保険年金グループ
　　 　☎23－6410

入院及び高額な外来診療受診者

区　　分

旧ただし書所得（※）
901万円超

現役並み
所得者

140,100円

93,000円

44,400円
80,100円＋（医療費－267,000円）×1％

167,400円＋（医療費－558,000円）×1％

252,600円＋（医療費－842,000円）×1％

一般所得
（市町村民税課税者） 1食　460円

低所得
（市町村民税非課税者）

1食　210円
（90日超で、1食160円）

一般所得
（市町村民税課税者） 1食　460円

低所得Ⅱ
（市町村民税非課税者）

1食　210円
（90日超で、1食160円）

低所得Ⅰ（市町村民税非課税者で
あり、かつ一定所得以下の世帯） 1食　100円

18,000円
(年間上限額※ 　144,000円)

8,000円

一　　　　　般

低所得者
（住民税非
課税の方）

Ⅱ
（Ⅰ以外の方）

Ⅲ
（課税所得690万円以上）

Ⅱ
（課税所得380万円以上）

Ⅰ
（課税所得145万円以上）

Ⅰ
（年金収入のみの方の場合、年金受給額が
80万円以下など、総所得金額がゼロの方）

旧ただし書所得600
万円～901万円以下

旧ただし書所得210
万円～600万円以下

旧ただし書所得210万円以下
住民税非課税世帯

252,600円＋（医療費－
842,000円）×1％

167,400円＋（医療費－
558,000円）×1％

80,100円＋（医療費－
267,000円）×1％

3回目まで
入 院 受 診 者

一般病棟
・

精神病棟

70歳未満

70歳以上
75歳未満

所　得　区　分 外来（個人ごと）

57,600円

24,600円

15,000円

外来 ＋ 入院
（世帯ごと）

4回目以降
（過去12ヶ月間）

57,600円
35,400円

4回目以降（過去12ヶ月間）

140,100円

93,000円

44,400円

24,600円

●70歳未満の課税世帯の方
●70歳以上75歳未満の課税世帯（課税所
　　得145万円以上690万円未満）の方

●75歳未満の非課税世帯の方

●70歳以上75歳未満で課税世帯（課税所得
　　145万円未満又は690万円以上）の方

事 前 の 手 続 き 病 院・薬 局 な ど で

「限度額適用認定証」を窓口に提
示してください

国民健康保険の窓口に「限度額適用認定
証」の交付を申請してください

「被保険者証」を窓口に提示してく
ださい必要ありません

「限度額適用・標準負担額減額認
定証」を窓口に提示してくださ
い

国民健康保険の窓口に「限度額適用・標準
負担額減額認定証」の交付を申請してく
ださい

【 国保特集 】

総合窓口課保険年金グループ　　☎23－6410
お問い合わせは

～ ス ト ッ プ ・ ザ ・ 交 通 事 故 死 ～

稚内市富士見４丁目
稚内市総合体育館内

（一財）稚内市スポーツ協会事務局
TEL28－1111／FAX28－1112
E-mail:taikyo@wakkanai-sports.or.jp
URL http://www.wakkanai-sports.or.jp

〒097－0027

令和６年３月１日 発行

　スポーツ協会では「いつでも、どこでも、だれもが、楽しめる豊か
な生涯スポーツのまち‘わっかない’」をスローガンに市民皆スポーツ
を目指して、スポーツ教室を開催しています。
　２歳～４歳までの幼児と保護者を対象とした「親子スポーツ教室」
と、小学生を対象とした「ジュニアスポーツスクール（通称：ジュニ
スポ）」です。両教室ともスポーツを通して、体を動かすことの「楽
しさ」を体験することを目的としています。
　４月中旬から各小学校や地元紙を通じて募集し、活動は５月から来
年２月までの期間となります。
　多くの皆さんの受講をお待ちしています。

　２月４日（日）に稚内市総合体育館で「アクティブ・チャイルド
・プログラム」講習会を開催しました。
　「アクティブ・チャイルド・プログラム」とは子どもが発達段
階に応じて身につけておくことが望ましい動きを“楽しみながら”
“積極的に”習得することを意図した運動プログラムです。
　講師に林二士氏（札幌国際大学短期大学部准教授）を招き、ス
ポーツ少年団指導者や公認スポーツ指導者など16名が参加して
「子どもの身体活動・運動の意義」などの講義と参加者が実際に
体を動かして運動遊びなどをする実技を行いました。

令和5年度市民対象別スポーツ教室一覧

※募集人数は各会場30人を目安としますが、1会場の応募
　人数により他会場との合同になる場合もあります。

（令和6年度の教室一覧は4月初旬に決定します）

親子スポーツ教室スポーツ協会では「いつでも、どこでも、だれもが、楽しめる豊か 親子スポーツ教室

みんなで！ 楽しく！！ カラダを動かそう！！！みんなで！ 楽しく！！ カラダを動かそう！！！

スポーツ少年団だよりスポーツ少年団だより

　２歳から４歳までの幼児と保護者を対象に、親子で一緒にいろいろな
遊びをすることにより、子供たちに「走る」「跳ぶ」「投げる」などの運動を
自然に身に付けさせ、親子のコミュニケ
ーションも図ります。また、同じ年代の
子ども同士のふれあいや、子育て世代
同士の交流の場としてもおすすめです。

【主な活動種目】
　ボール遊び、マット運動、フラフー
　プ、風船遊び、フリスビー、玉入れ

ジュニアスポーツスクール（通称：ジュニスポ）
　小学生を対象に、運動が苦手な子どもにもスポーツの「楽しさ」を体
験したり、学校や学年を超えて新しい仲間づくりをすることができます。

【1・2年生会場】
　運動遊びや伝承遊びなどを中心として、体を動かす「楽しさ」を知っ
てもらう活動を心がけています。
〔主な活動種目〕ニュースポーツ、ダンス、キックベース、鬼ごっこ、
　　　　　　　　ドッヂボール

【3・4年生、5・6年生会場】
　色々なスポーツに挑戦します。スポーツ協会の加盟団体などから指導
者を派遣して、専門指導者から各種目
の１番「楽しい」部分を教えてもらい
ます。
〔主な活動種目〕
　バドミントン、カーリング、バスケ
　ットボール、バレーボール、フット
　サル、テニポン、ティーボール、卓球

令和6年度市民対象別スポーツ教室

運動って楽しいな！！

一般財団法人
稚内市スポーツ協会
会　長　岡　谷　繁　勝

レッツスポーツ！！

第147号

区　分 会　場

全　域

合同Ｂ
（東・潮見）

緑 体 育 館

緑 体 育 館

合同Ａ
（南・北） 市 体 育 館

緑 体 育 館
緑 体 育 館
市 体 育 館
東小体育館
潮見小体育館
緑 体 育 館
市 体 育 館
東小体育館

南　Ａ
南　Ｂ
北
東
潮　見
南
北
合　同

火

木

木

火
水
火
水
木
金
金
金

午前10:30
　～11:30 3,650円

1,300円

午後4:00
　～5:30

午後4:30
　～6:00

午後4:30
　～6:00

活動場所 時　間 受講料

ジ
ュ
ニ
ア
ス
ポ
ー
ツ
ス
ク
ー
ル

親子スポーツ
教室

1・2
年生

3・4
年生

5・6
年生

新しい「運動適正テスト」を知ろう！！
　令和５年度スポーツ少年団運動適性テストⅡ研修会を開催します。
　「スポーツ少年団運動適正テスト」は1975年に策定して以来、項目や
測定方法評価基準の見直しがされておらず、子どもの体力低下等により現
在の方法では「腕立て伏せ」の負荷が強すぎて測定ができないなどの意見
が多い事から、令和２年度から「一生涯にわたってスポーツや運動を楽し
むという観点から、特に発育・発達期の子どもの身体の動きやスポーツや
運動の適性を評価すること」をコンセプトとした「運動適性テストⅡ（ツ
ー）」を策定しました。
　今回の研修会では、改定の経緯や種目・判定方法の変更点などを講義と
実技に分けて行います。

日時　令和6年3月10日（日）　9時20分～12時00分
会場　稚内市総合体育館　会議室及び2階体育室
講師　青野　博　氏（日本スポーツ協会　スポーツ科学研究室）
対象　（1）スポーツ少年団指導者及び育成母集団
　　　（2）加盟団体所属指導員及び会員
　　　（3）公認スポーツ指導者（競技別指導者、フィットネス指導者　他）
　　　（4）社会体育担当者・学校教育関係者
　　　（5）スポーツ推進委員
　　　（6）その他、スポーツ関係者

曜日


